
〒899 - 0208
鹿児島県出水市文化町23番地

　　（電話）0996-63-2106
　　（FAX）0996-64-1105

出水市文化会館
御　案　内

照 明 設 備
品 名 単位 金額 備 考

第１ボーダーライト
（１列目） １列

円
無料

第１ボーダーライト
（２列目以降） １列 500

第２ボーダーライト
（１列目） １列 無料

第２ボーダーライト
（２列目以降） １列 500

サスペンションライト
（１KW） １台 300

サスペンションライト
（500W） １台 150

アッパーホリゾントライト １列 600

ロアーホリゾントライト １列 500

シーリングスポットライト １台 300

キセノンピンスポットライト １台 700

スポットライト
（１KW） １台 300

スポットライト
（500W） １台 150

エフェクトマシン １台 500

芯なしマシン １台 500

ミラーボール １台 500

オーバーヘッド
プロジェクター １台 500

コ ン セ ン ト １口 100

ストロボライト 一式 500

スライド映写機
（１KW） １台 800

16ミ リ 映 写 機
（１KW） １台 800

16ミ リ 映 写 機
（2.5KW） １台 2,000

映写機用電源 １KW 300 200V

舞 台 設 備
品 名 単位 金額 備 考

所 作 台 一式
円

3,000 含化粧かまち

花道用所作台 一式 1,000 含鳥屋口囲

平 台 １枚 100 含 変 形

松 竹 羽 目 １枚 1,000

金 屏 風 １双 1,000

毛 せ ん １枚 100

上 敷 １枚 60

指 揮 台 １組 200 含譜面台

箱 馬 １個 20

開 き 足 １個 100

音 響 反 射 板 １組 3,000

長 座 ぶ と ん １枚 100

演 台 １台 600

長 机 １卓 60

椅 子 １脚 20

譜 面 台 １台 20

そ の 他

品 名 単位 金額 備 考

ピ ア ノ １台
円

2,000
調律費は
含まない

ス ク リ ー ン 一式 1,000

１　附属設備の使用料は，９時から12時まで，13時から17時まで，18時から22時までを，
それぞれ１回として徴収する。

２　上記に定めるもののほか，附属設備の使用料については，別に定める。

音 響 設 備 　　　　　　　（円）
品 名 単位 金額 備 考
ワイヤレスマイク １CH 700
カ セ ッ ト デ ッ キ １ 台 500 テ ー プ 別
ダイナミック・マイクロフォン １ 本 300
コンデンサー・マイクロフォン １ 本 500
音 響 装 置 一 式 1,500

会 館 使 用 料
消費税及び地方消費税が加算されます。

区 分
使 用 料 冷 暖 房

使 用 料
（１時間につき）

摘 要
９ 時 〜 12時 13時 〜 17時 18時 〜 22時

ホ
　
ー
　
ル

入 場 料
を 徴 収
し な い
場 合

平 日 円
10,000

円
15,000

円
20,000

円

4,000

９時から17時まで，13
時から22時まで及び
９時から22時までの
時間区分の使用料は，
それぞれの時間区分
に属する使用料欄の
金額を合算した額と
する。

土・日
休 日 12,000 18,000 24,000

入 場 料
を 徴 収
す る 場
合 　

平 日 17,000 26,000 34,000

土・日
休 日 20,000 31,000 41,000

ホ ワ イ エ
　ホワイエのみを　
　 使 用 す る 場 合　

1,250 1,650 2,100

楽 屋 １室　100

附 属 設 備 下 表 の と お り。　

１　練習又は準備等のため，ホールを使用する場合の使用料は，上表に掲げるホー
ル使用料（入場料を徴収しない場合）の 30 パーセントに相当する額とする。

２　上表時間区分を超過し，又は繰り上げて使用する場合は，その超過し，又は繰
り上げる１時間につき，上表使用料の１時間当たりの金額に相当する額を上表使
用料に加算する。

３　前号及び冷暖房使用料を算出する場合，30分以上１時間未満は１時間とみなし，
30分未満はこれを切り捨てる。

４　商業的宣伝その他これに類する催物を行う場合には，入場料を徴収する場合と
みなす。

５　その他この表に定めるもの以外の使用料については，別に定める。

（ ）

附 属 設 備 使 用 料
消費税及び地方消費税が加算されます。

品 名 単位 金額 備 考
移動用ミキサー １ 台 500
移動用スピーカー 一 式 800
P A 電 源 １ 口 300
８CHマルチコード 一 式 300
マイクスタンド １ 本 20
CD プ レ ー ヤ ー １ 台 500
MD プレーヤー １ 台 500
コ ン セ ン ト １ 口 100



＊

　　　　　　Ⅰ　会館使用の申込み
　１　使用の申込みと受付

　　　使用の申込みは，使用日の１年前の日から受け付けますので，責任者
が直接会館事務所にて，使用許可申請書を提出してください。

　　　電話又は口頭による申込みは，間違いが起こりやすいので受け付けま
せん。

　２　使用許可及び使用料

　　　申請書受理後使用料金をお知らせしますので，使用料をお支払いくだ
さい。いったん納入された使用料は，規則で定められた場合のほかは，
お返しいたしません。

　３　使用権の譲渡等の禁止

　　　使用の権利を譲渡したり，転貸することはできません。
　４　使用許可の取消し等

　　　次の各号の一に該当するときは，使用の許可を取消し，又は使用を停
止し，若しくは必要な措置を命ずることがあります。

　　⑴　条例若しくは条例に基づく規則，又は使用の許可につけた条件に違
反したとき。

　　⑵　公の秩序を乱し，風俗を害するおそれがあると認めるとき。
　　⑶　建物及び施設設備を損傷し，又は滅失するおそれがあると認めるとき。
　　⑷　公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になる

と認めるとき。
　　⑸　条例又は規則の規定により，職員が行う指示に従わなかったとき。
　　⑹　その他公益上又は会館管理上支障があると認めるとき。
　５　使用時間区分
　　　使用時間には，会場の準備・客の入場・後片づけなどに要する時間を含

んでいますので，催物を計画する時はこのことを十分考慮に入れてください。
　６　会館への連絡

　　　出演者・講師の都合などで，会館を使用されなくなったときは，直ち
に会館事務所に御連絡ください。

　　　　　　　Ⅱ　使用上の注意
　１　使用の前後には，許可書をご持参の上，必ず事務所へおいでください。
　２　催物を円滑にするため，舞台装置・照明・音響・進行時間その他必
要事項について，一週間前までにプログラム又は進行表等を御持参のう
え，職員と打合わせてください。

　３　催物に必要な人員

　　　会場の設営，場所整理，もぎり，放送，接待，案内に必要な人員は，
使用者で用意してください。なお，催物によっては，舞台，照明，音響
技術者の増員を必要とすることもあります。この場合，人員の手配は使
用者で行ってください。

　４　定員の厳守

　　　定員は，いかなる場合でも厳守してください。（入場券・前売券の発
売等に当たっては，定員を超過しないよう考慮してください。）

　　　ホール固定席1006席　立見席147人　車いす席６席分
　５　関係官庁等への届出

　　　使用者は，催物の内容に応じて次のところへ届出を済ませてください。
　　①警　備・防　犯　　出　水　警　察　署　　電話（0996）6２-0１１0
　　②防　火　管　理　　出　水　消　防　署　　電話（0996）6３-２１４５
　　③音楽著作権関係　　日本音楽著作権協会九州支部　　電話（09２）４４１-２２８５
　６　会議又は催物に必要な物品

　　　看板・ポスター・事務用品・お茶等は，使用者で御準備ください。
　７　開場時刻前に入場者が行列する場合は，使用者の責任において入場整
理をしてください。

　８　舞台装置と器具の使用
　　　調光卓・放送設備・吊物・舞台操作盤は，係員の指示以外，絶対手を
触れないでください。

　９　火気の使用
　　　喫煙は，舞台でも舞台袖でもお断りしております。その他，火気及び
電気関係には，十分注意してください。

　10　器具の持込み
　　　大道具及び電気器具その他の持込みは，事前に連絡してください。
　11　原状回復
　　　使用が終了したときは，直ちに使用した施設・設備器具等をもとの状
態に戻し，職員の点検を受け，引継いでください。これをされないとき
は，当方で行い，その費用は使用者の負担となります。

　　　　　　　　　　　　Ⅲ　一般注意事項

　１　教育委員会の許可なく，会館の敷地内及び館内での物品販売，陳列，
看板ポスター等の掲示，宣伝，寄附行為等をしないでください。

　２　催物の看板，掲示板は，使用者で御用意ください。
　３　場内放送のアナウンスは，使用者でお願いいたします。
　４　客席内での喫煙・飲酒飲食・チューインガム等は，他人の迷惑となり
ますので，お断りします。

　５　下駄・サンダル履きでの入場はしないよう，また，雨天の際，雨傘を
館内に持ち込まないよう，案内状・入場券等に記入して，来館者に注意
を喚起してください。

　６　お手洗い・公衆電話・非常口・放送マイク等の位置について，あらか
じめ使用者においてぜひ承知しておいてください。

　７　催物が終了したら，必ず事務室にお届けください。
　８　会館の御使用については，条例・規則その他職員の指示に従ってください。

　　　　　　出水市文化会館の概要
所 在 地　　鹿児島県出水市文化町23番地
敷地面積　　13,606㎡　建築延床面積　2,302.22㎡
構造規模　　鉄筋コンクリート造　一部鉄骨造　地上２階
工　　期　　着工　昭和47年11月２日
　　　　　　竣工　昭和49年３月30日
施設のあらまし
（イ）　用　　途　多目的ホール
（ロ）　収容人員　固定席　1,006席　立見席　147人　車いす席　６席分
（ハ）　舞　　台　間口18ｍ，奥行14ｍ，高さ7.5ｍ

文化会館ホール配置図
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